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いのち支える山形市自殺対策協議会設置要綱 
 
（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定による「い

のち支える山形市自殺対策計画」に基づき、関係機関及び関係団体等と連携し、山形

市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、いのち支える山形市自殺対

策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 
（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 
⑴ 「いのち支える山形市自殺対策計画」の推進に関すること。 
⑵ 自殺の現状把握に関する情報交換に関すること。 
⑶ 自殺対策に関する意見交換に関すること。 
⑷ 行政、関係機関及び関係団体の連携に関すること。 
⑸ その他本市の自殺対策の推進に関し必要な事項 

 
（構成） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

⑴ 別表に掲げる関係機関及び関係団体に属する者 
⑵ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 
６ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
７ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員

がその職務を代理する。 
 
（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会長は、

その議長となる。 
２ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 
（守秘義務） 

第５条 委員及び委員であった者は、正当な理由なく会議における協議に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 
 
（事務局） 

第６条 協議会の事務局を山形市健康医療部健康増進課精神保健・感染症対策室に置き、

会務を処理する。 
 
（委任） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和元年６月２０日から施行する。 
（山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱の廃止） 

２ 山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱（平成３０年６月２７日施行）は、廃止

する。 
 
 
別表（第３条関係） 

分 野  関係機関・団体名 
学識経験者  １ 公立大学法人山形県立保健医療大学 

保健・医療 

 ２ 山形市医師会 
 ３ 日本精神科病院協会山形県支部 
 ４ 山形市薬剤師会 
 ５ 山形県精神保健福祉士協会 

福 祉 
 ６ 山形市社会福祉協議会 
 ７ 山形市地域包括支援センター 
 ８ 山形市障がい者自立支援協議会 

地 域 
 ９ 山形市民生委員児童委員連合会 
１０ 認定特定非営利活動法人 発達支援研究センター 
１１ 社会福祉法人 山形いのちの電話 

労 働 

１２ 山形地域産業保健センター 
１３ 山形商工会議所 
１４ 山形労働基準監督署 
１５ 山形公共職業安定所（ハローワーク山形） 

教 育 １６ 小学校校長会 
１７ 中学校校長会 

警 察 
消 防 

１８ 山形警察署 
１９ 山形市消防本部 

司 法 ２０ 山形県弁護士会 

行 政 ２１ 山形県精神保健福祉センター 
２２ 山形市健康医療部 
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山形市の自殺の現状について 

１ 自殺者数の推移 

・本市の自殺者数は、平成２１年の６１人をピークに経年的に増減を繰り返しているものの長期的には

減少傾向にある。 

・平成３０年からは３０人台を推移していたが、令和４年の自殺者数は４２人と増加傾向が見られた。 

・男女別では男性の自殺者数が女性の２～３倍で、令和４年は男性２８人、女性１４人と男性が女性の

２倍を占めている。 

・令和４年における全国の自殺者数は本市と同様に増加したが、本県は減少した。 

 

 

 

２ 自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）の推移 

・本市の令和４年の自殺死亡率は１７．２で全国１７．４及び県１７．８と同程度となっている。 

・本市の自殺死亡率は平成３０年以降横ばいの状況だったが、令和４年は上昇した。 

・男女別の自殺死亡率に関しては、男性では平成３０年以降横ばいだったが、令和４年は上昇してい 

る。また、女性の自殺死亡率は令和３年から上昇傾向にある。全国的に新型コロナウイルス感染症 

拡大の影響等で自殺の原因となり得る様々な問題が悪化しており、本市でも影響していると予測さ 

れる。 

・令和４年における全国の死亡率は本市と同様に上昇したが、本県は減少した。 
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図１ 全国・本県・本市の自殺者数の推移（平成１７年～令和４年）

全国総数 山形県 山形市
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出典：厚生労働省 人口動態統計より 
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図３ 全国・本県・本市の自殺死亡率の推移（平成１７年～令和４年）
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図２ 山形市の男女別自殺者数の推移（平成１７年～令和４年） 

資料１ 

出典：厚生労働省 人口動態統計より 
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３ 山形市と全国との比較について 

  いのち支える自殺対策推進センターがまとめている「地域自殺実態プロファイル２０２３」に基づき、

以下のとおり全国と比較した。 

平成３０年～令和４年の自殺者数は合計１６０人（男性１１３人、女性４７人）。（厚生労働省「地域に

おける自殺の基礎資料（自殺日・居住地）」より集計）                         

⑴ 自殺者割合、自殺死亡率（性別・年代別） 

 自殺者割合（自殺者数全体に占める割合）を見ると、男性では３０歳代、５０歳代の順に割合が高

い。女性では８０歳以上の割合が最も高く、続いて４０歳代、６０歳代の割合が高い。 

自殺死亡率を見ると、男性は２０歳代、３０歳代で全国より高く、女性は、おおむね全国より低い

が、２０歳代は全国と同程度となっている。 

 

 

⑵ 山形市の特徴 

上位 5区分 

自殺

者数 

5年計 

割合 

（全国平均） 

自殺率* 

(10 万対) 

（全国平均） 

背景にある主な自殺の危機経路*** 

1 位:男性 60歳以上無職同居 24 
15.0% 

（11.5％） 
26.7 

（28.1） 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋
身体疾患→自殺 

2位:男性 20～39 歳有職同居 19 
11.9% 

（5.9％） 
24.6 

（15.7） 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→
パワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

3位:男性 40～59 歳有職同居 19 
11.9% 

（10.0％） 
14.8 

（15.9） 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み 
＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

4位:女性 60歳以上無職同居 16 
10.0% 

（8.7％） 
10.4 

（12.6） 
身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

5位:男性 20～39 歳有職独居 9 
5.6% 

（3.9％） 
45.9 

（27.9） 

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関
係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正規雇
用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

・区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順とした。  

*自殺死亡率の算出に用いた人口（母数）は総務省「令和 2年国勢調査」を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 

**「背景にある主な自殺の危機経路」はライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定した。自殺者の特性別に見て代表的と考えられる

経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意。 
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図４-１ 全国・本市における性・年代別の自殺者割合（平成30年～令和４年） ＜地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）＞ 
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図４-２ 全国・本市における性・年代別の自殺死亡率(１０万対) （平成30年～令和４年） ＜地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）＞ 



 
 

「いのち支える山形市自殺対策計画（第 1期）」の取組結果について 

 第１期計画においては５つの施策の柱、１５の施策の方向を施策体系として位置づけ、具体的な取組

を進めてきた。また、特に集中的に取組む必要のある施策として、４つの重点施策を設定し、優先的な

推進を図った。各数値目標の達成状況は以下のとおり。 

※成果指標の達成状況、各課における令和５年度の基本施策等の詳細は参考資料１のとおり。 

１ 成果指標の達成状況 

⑴ 達成項目（１３項目のうち１１項目） 

「自殺対策推進庁内連絡会議の開催数」、「市職員のこころ支えるサポーター養成講座受講率」、

「広報・ホームページ等を利用した周知・啓発」など 

⑵ 未達成項目（１３項目のうち２項目） 

   「住民のこころ支えるサポーター養成講座の受講者数」、「公立小中学校における児童生徒の 

ＳＯＳの出し方教育実施率」 

２ 課題と今後の方向性 

⑴ 住民のこころ支えるサポーター養成講座の受講者数 

  ア 実績 

 

  

     

イ 課題 

    従前市民向けに広く実施していたが、第１期計画以降は市内全域への浸透を踏まえ、相談

対応の機会がある福祉事業所等の職員に絞って実施した。新型コロナウイルス感染症の影響

もあり、受講者数（延べ）は伸びていない状況である。自殺を取り巻く環境が多様化・複雑

化しているため、より必要性が高い対象者に絞り、実施する必要がある。特に有職者の自殺

が増加傾向にあるため、今後は企業向けの事業を拡大していく。 

   ウ 今後の取組の方向性 

引き続き企業向けの事業を拡大するとともに、有職者が参加しやすいようにオンラインを

活用し実施方法を工夫していく。 

⑵  公立小中学校における児童生徒の SOS の出し方教育実施率 

  ア 実績 

 

 

 

イ 課題   

実施校を拡大するため、令和５年度は外部講師だけでなく、担当係の保健師や精神保健福

祉士によるＳＯＳの出し方教育を実施したが、現状の人員体制では人員不足のため全ての希

望校に対応することは出来ず、全小中学校での実施には至らなかった。 

ウ 今後の取組の方向性 

実施体制の見直しを行い、担当係以外の保健師も従事することで授業回数を増やす。また

教育委員会や学校と協議し授業日程が集中しないように実施時期を調整する。 

策定時 

平成３０年 

目標値 

令和５年 

最終年度 

令和５年 

1,166 名 2,666 名以上 1,869 名 

策定時 

平成３０年 

目標値 

令和５年 

最終年度 

令和５年 

－ 全小中学校で実施 小学校９校、中学校１校（延べ） 

資料２ 

※受講者数は延べ人数 
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「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」進捗管理の方法（案）について 
  

１ 基本的な考え方 

  いのち支える山形市自殺対策協議会等において、重点施策の取組状況や数値目標の達成状況を中心

に報告し、意見聴取を行なうことで当該計画を推進していくこととする。 

  ※当該計画の概要は参考資料２のとおり 

 

２ 主たる進捗管理の対象 

⑴ 重点施策 

  ①地域におけるネットワークの強化 

  ②市民への啓発と周知、相談支援の充実 

  ③児童生徒への心の教育等の推進 

⑵ 数値目標(自殺死亡率) 

    自殺総合対策大綱における自殺対策の数値目標「令和８年までに平成２７年と比べて３０％以上減

少させる」と同様の考え方で設定し、本計画の最終年度である令和１０年度まで目標値を維持する。 

 

 

 

⑶ 評価指標 

  基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

     

 

 

 

 

     

基本施策２ 市民への啓発と周知、相談支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

    

基本施策３ 児童生徒への心の教育等の推進 

 平成２７年 令和８年 令和１０年度（計画目標） 

市自殺死亡率 １６．７ １１．7 以下 １１．７以下 

項目 
令和４年度 

（策定時の直近値） 

令和５年度 

（現状） 

令和１０年度 

（計画目標） 

自殺対策推進庁内連絡会議、 

いのち支える山形市自殺対策協議会

の開催 

各々年１回以上 

項目 
令和４年度 

（策定時の直近値） 

令和５年度 

（現状） 

令和１０年度 

（計画目標） 

自殺予防週間（９月）・自殺対策強化

月間（３月）における、関係課・関

係機関との連携した啓発 

実施 

メンタルチェックシステム「こころ

の体温計」の年間アクセス数 
延 42,348 件 延 62,749 件 延 45,000 件 

項目 
令和４年度 

（策定時の直近値）

令和５年度 

（現状） 

令和８年度 

（計画目標） 

令和１０年度 

（計画目標） 

児童生徒のＳＯＳの出し方

教育実施校数 

（小学校） 

２校 

（小学校） 

７校 

（中学校） 

１校 

（小学校） 

１５校 

（中学校） 

８校 

全ての小中学校で

実施 

（小学校）３７校 

（中学校）１５校 
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基本施策４ 自殺対策を支える人材の育成 

 

 

 

 

 

 

３ 進捗状況の評価方法 

  ・自殺対策推進庁内連絡会議やいのち支える山形市自殺対策協議会において、重点施策の前年度

の取組状況や今年度の実施計画、数値目標と評価指標の達成状況を提示し、進捗状況を評価す

る。 

なお、令和６年度は計画の初年度であるため、今後の進捗管理の方法と重点施策の取組計画につ

いて協議する。 

    ・重点施策以外の施策についても必要に応じて協議することとする。 

 

  ４ 進捗管理の流れ 

   ⑴ 進捗確認シートの作成（４月～５月） 

      関係課や関係機関の「生きる支援の関連施策」の前年度の取組状況や事業評価、当年度の実施

計画等について担当課で取りまとめを行う。また自殺対策に資する新規事業があれば「生きる支

援の関連施策」に追加する。進捗確認シート（案）は参考資料３のとおり。 

   ⑵ 自殺対策推進庁内連絡会議やいのち支える山形市自殺対策協議会において進捗状況を評価する。 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

項目 
令和４年度 

（策定時の直近値） 

令和５年度 

（現状） 

令和１０年度 

（計画目標） 

いじめ等に関した定期的なアンケ

ートや個別面談等の実施 
全小中学校で実施 

子どものこころの健康やストレス

対処法等についての研修会の実施 
市内小中学校の教員等を対象に年２回実施 

カード・ちらしの配布による相談

窓口の周知 

カードの配布（小４～高３の児童生徒）、 

チラシ配布（小１～中３の児童生徒の保護者） 

項目 
令和４年度 

（策定時の直近値） 

令和５年度 

（現状） 

令和１０年度 

（計画目標） 

こころ支えるサポーター養成者数 ４，９７３人 

（延べ） 

６，５２４人 

（延べ） 

１０,０００人以上 

（延べ） 
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令和６年度における自殺対策に関する取組（案）について 

「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」において、「地域におけるネットワークの強化」、「市民

への啓発と周知、相談支援の充実」、「児童生徒への心の教育等の推進」の３施策を重視して推進を図る。 

 

１ 「地域におけるネットワークの強化」について 

   自殺を取り巻く環境が多様化・複雑化しているため、行政や関係機関、団体など地域における支 

え手が連携し、包括的な支援ができるように引き続きネットワークの強化を図る。 

⑴ 事業内容 

   自殺対策を効果的に推進するため、山形市自殺対策推進庁内連絡会議やいのち支える山形市自殺 

対策協議会の開催等により、関係各課と取組状況について情報交換、意見交換を行う。また生活困

窮者自立支援会議、要保護児童対策地域協議会等により特定の問題に関するネットワーク活動の強

化を図る。 

⑵ 令和６年度の取組（庁内各課等） 

  ア 自殺対策に携わる保健・医療・福祉等の関係機関の連携や情報共有 

     ①「山形市自殺対策推進庁内連絡会議」や「いのち支える山形市自殺対策協議会」の開催

（健康増進課） 

      ②自殺対策計画の進捗管理（健康増進課） 

       ③既存統計等を活用した自殺の実態把握（健康増進課） 

      イ  特定の問題に関するネットワーク活動の強化 

     ①要保護児童対策地域協議会の設置・運営（こども家庭支援課） 

     ②民生委員・児童委員事務（生活福祉課、民生委員児童委員連合会） 

     ③山形市障がい者自支援協議会（障がい福祉課、障がい者自立支援協議会） 

     ④生活サポート相談窓口（生活福祉課、社会福祉法人山形市社会福祉協議会） 

     ⑤我が事・丸ごと地域づくり推進事業（生活福祉課、社会福祉法人山形市社会福祉協議会） 

２ 「市民への啓発と周知、相談支援の充実」について 

  相談者の状況や世代によって置かれている状況が異なるため、引き続き相談者の状況や世代に応じ 

た相談体制や周知方法を検討していく。また自殺に対する誤った認識や偏見をなくすために自殺や

精神疾患、こころの健康づくりについて正しい知識を普及啓発していく。 

⑴ 事業内容 

  相談者の状況や世代に応じた相談体制を構築するためＩＣＴ・ＡＩも活用した相談体制の整備や

周知を行う。加えてライフリンクと情報交換を行い相談サービスの更なる充実を目指す。 

また自殺に関する正しい知識を普及するため自殺対策についての市民の理解を促進する。 

⑵ 令和６年度の取組（庁内各課等） 

 ア ＩＣＴ・ＡＩも活用した相談体制の整備や周知  

      ①山形市くらしのガイドの発行（広報課） 

   ②メンタルチェックシステム「こころの体温計」（健康増進課） 

     ③自殺対策ＳＮＳ等相談事業における連携自治体事業（健康増進課） 

資料４ 
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④認知症早期発見・普及啓発「これって認知症？」（長寿支援課） 

     ⑤山形市聴こえくっきり事業（長寿支援課） 

     ⑥支援対象児童等見守り強化事業（こども家庭支援課） 

    ⑦伴走型相談支援事業（母子保健課） 

    ⑧青少年相談事業 少年相談員による電話・メールによる相談(社会教育青少年課） 

      イ 世代に合った相談窓口体制の整備 

     ①自殺対策ＳＮＳ等相談事業における連携自治体事業（健康増進課） 

②支援対象児童等見守り強化事業（こども家庭支援課） 

    ③伴走型相談支援事業（母子保健課） 

  ウ 自殺に関連する対策の市民の理解の促進 

    ①自殺予防週間及び自殺対策強化月間における普及啓発事業（健康増進課） 

    ②心の健康啓発コーナーの設置(図書館) 

    ③精神障がい者家族教室（障がい福祉課） 

    ④応急手当普及啓発（消防本部） 

    ⑤認知症について考えるセミナー（長寿支援課） 

    ⑥消費者啓発協力員による啓発活動の推進（消費生活センター） 

３ 「児童生徒への心の教育等の推進」について 

   本市では児童生徒・学生の自殺者数の増加はみられず、表面化していないが、全国的には増加傾向

が続いてるため児童生徒への心の教育等を推進し、子どもの自殺予防に取組む。 

⑴ 事業内容 

  児童生徒が孤独や孤立を感じず、安全・安心して日常生活を過ごすことが出来る環境を整えるため

に、児童生徒に向けた心の教育や教職員や保護者に対する普及啓発、いじめを苦にした子どもの自殺

予防に取組む。 

⑵ 令和６年度の主な取組（庁内各課等） 

 ア 児童生徒に向けた心の教育 

   ①児童生徒のＳＯＳの出し方教育（健康増進課） 

   ②健康教育に関する普及啓発事業（学校教育課） 

   ③いのちの教育（学校教育課、山形市小学校校長会） 

   ④薬物乱用防止教室（学校教育課、山形市小学校校長会、山形市中学校校長会） 

   ⑤小中学生向け自殺防止啓発事業（男女共同参画センター） 

  イ  教職員や保護者に対する普及啓発 

    ①いのちに関する指導推進事業（学校教育課） 

    ②児童生徒のＳＯＳの受け止め方教育（健康増進課） 

  ウ  いじめを苦にした子どもの自殺予防 

     ①いじめ防止の組織づくり（学校教育課、山形市立商業高等学校） 

４ その他 

  いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）の「生きる支援の関連施策」は本編のＰ．５７に掲載。

また庁内各課の「生きる支援の関連施策」の令和６年度の実施計画については参考資料４のとおり。 
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自殺対策に係る発展計画における主要事業としての取組（案）について 
  

令和６年３月に策定した「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」における重点施策である

「地域におけるネットワークの強化」、「市民への啓発と周知、相談支援の充実」、「児童生徒への心の教

育等の推進」に関する事業を「こころの健康推進事業」とし、発展計画における主要事業として実施し

ていくことで、山形市民の心の健康増進を図り、自殺予防を促進する。 

 

１ こころの健康推進事業（案） 

⑴ 多機関連携による情報共有システムの検討 

① 事業内容 

     令和７年度に実施予定のケース記録のＤＸ化の動向を踏まえながら、既に同様のシステム構

築を行っている他自治体や他部署の取組を参考に情報共有システムの導入に向けた調査研究を

行う。 

② 事業の効果 

     警察や村山保健所、山形市社会福祉協議会などの多機関で連携する仕組みを構築すること

で、各対象者に対して重層的に対応することが可能になる。 

③ 令和６年度の取組 

     ・多機関情報共有化の取組に関する調査研究 

     ・ケース記録のＤＸ化（別事業として実施） 

  

⑵ 自殺対策ＳＮＳ等相談の推進 

① 事業内容 

     ア 自殺対策ＳＮＳ等相談（生きづらびっと）を活用したつなぎ支援 

       相談窓口（生きづらびっと）を積極的に周知するとともに、より自殺リスクの高い方に対 

し専用アカウントが記載されたカードを配布する。また、自殺関連の専門機関であるＮＰＯ

法人自殺対策推進センターライフリンク（令和５年３月連携協定締結）が実施するＳＮＳ相

談中で必要時につなぎ支援を実施する。 

イ ライフリンクと連携した相談窓口のあり方に関する共同研究 

    ライフリンクと連携し、相談サービスの更なる充実を目指し共同で調査研究を行う。 

② 事業の効果 

     子ども・若者世代が気軽に利用しやすい相談窓口の整備、相談支援の充実が図られる。 

③ 令和６年度の取組 

     ・相談窓口の周知啓発の拡大 

     ・関係機関との連携強化 

  

⑶ 児童生徒のＳＯＳの出し方教育の実施 

① 事業内容 

     希望校調査を実施し、実施校を選定。外部講師、健康増進課保健師、精神保健福祉士が出前

授業を実施する。 

② 事業の効果 

     児童生徒が心理的危機的状況下において、誰にどのように助けを求めればよいのかを学び、 

相談機関や相談する等の援助希求行動をとれるようにする。 
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③ 令和６年度の取組 

     小学校１１校、中学校５校で実施予定（うち１回は小中学校合同授業）。 

 

 

２ 精神保健業務におけるＤＸ化推進事業（案） 

⑴ 事業内容 

    現在、精神保健台帳や相談支援記録を紙媒体により管理しているが、年々対象者が増加してい

る。システム導入を行い、精神保健業務のＤＸ化を図ることで、事案等が発生した際、当該事案

に迅速に対応するとともに、関係機関との連携が速やかに図られる。 

⑵ 事業の効果 

    ①速やかな情報連携 

②業務の効率化 

③コスト削減効果 

⑶ 令和６年度の取組 

  令和７年度からのシステム導入に向け体制を構築する。 


